
別表１（第５条関係） 

交 付 基 準 額 
対象

経費 

 

１ 第３条第１号に係る交付基準額 

子ども・子育て支援法第 11 条に規定する施設型給付費の各施設種別毎に，１００分の６の地域区分に

おいて各施設が該当する定員区分の保育標準時間認定基本分単価から保育短時間認定基本分単価及び表１

に掲げる延長保育料を控除した額に当該年度の延べ利用月数を乗じた額 

 

表１ 延長保育料基準額（児童１人当たり月額）               （単位：円） 

対象児童 階層区分(※1) ３歳未満児 ３歳以上児 

第１子 
Ａ，Ｂ，Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４，Ｃ５ ０ ０ 

上記以外 １，０００ ４００ 

第２子(※2)以降 
Ａ，Ｂ，Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４，Ｃ５ ０ ０ 

上記以外 ５００ ２００ 

※1 仙台市子ども・子育て支援法施行細則（平成 27 年仙台市規則第２号）別表に規定する教育・保育給

付認定保護者の属する世帯の区分の例により，対象児童の保護者の属する世帯を判定したものをいう。 

※2 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 27 条第１項に規定する特定教育・保育施設又は

同法第 29 条第１項に規定する特定地域型保育事業において同法第 59 条第２号に規定する時間外保育を受

けた児童が同一世帯から２人以上いたときに，当該世帯の２子目以降の児童をいう。 

  

 

２ 第３条第２号に係る交付基準額 

次の（１）及び（２）により算定された額の合計額 

（１）基本分 

  次のア又はイにより算定された額 

     ア １時間の承認を受けた私立保育所等については，平均利用児童数により区分される次の表２に

定める１時間延長型の額とする。 

イ ２時間以上の承認を受けた私立保育所等については，各実施時間の平均利用児童数を合計した

数により区分される次の表２に定める承認を受けた延長時間の類型の額とする。ただし，各実施

時間の平均利用児童数のいずれかが０人の場合は，１人以上の実施時間のうち最も大きい実施時

間の類型より額を算定する。なお，承認を受けた類型の延長時間を越えて延長を行った場合で

も，承認を受けている延長時間までの類型を適用する。 

なお，ア及びイの平均利用児童数の算定方法は，１時間毎の当該年度の年間延べ利用児童数を当該

年度の年間延長保育実施日数で除した数とする。ただし，土曜日に実施した延長保育の利用児童数，

実施日数については，平均利用児童数の算定から除く。また，小数点以下の端数が発生した場合は，

小数点以下第２位を切り捨て，小数点以下第１位を四捨五入する。 

 

表２（１か所当たり年額）                           （単位：円） 

平均利用児童数 

区     分 

実  施  類  型 

１時間延長型 ２時間延長型 ３時間延長型 ４時間以上延長型 

１ 人 ～ ５ 人 １，７９５，０００ ２，６７７，０００ ２，８３０，０００ ５，７４３，０００ 

６ 人 ～ ９ 人 １，８６４，０００ ２，７６７，０００ ２，９４４，０００ ５，９４０，０００ 

１０人～１９人 ２，０３５，０００ ２，９９３，０００ ３，２２９，０００ ６，４３２，０００ 

２０人～２９人 ２，２０７，０００ ３，２１８，０００ ３，５１４，０００ ６，９２５，０００ 

３０人～３９人 ２，５１９，０００ ３，７２５，０００ ４，１３２，０００ ８，１４３，０００ 

４０人～４９人 ２，８３２，０００ ４，２３２，０００ ４，７４９，０００ ９，３６１，０００ 

平均利用児童数が５０人以上となる場合については，平均利用児童数が１０人増えるごとに，平均 

利用児童数４０人～４９人の区分の各実施類型の金額に対し，１時間延長型では３１３，０００円， 

２時間延長型では５０７，０００円，３時間延長型では６１７，０００円，４時間以上延長型では 

１，２１８，０００円増額する。 

ただし，事業の開始が年度の途中となる場合及び承認時間の変更，事業の廃止又は中止が年度の途

中となる場合は，表２の額を１２で除した額（百円未満切捨て）に実施月数を乗じて算定した額とす

る。 
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（２）減免又は軽減を行った場合の加算分 

実施保育所等が，次のア又はイに掲げる延長保育料の減免を行った場合には，該当する児童１人に

つき実際に減免又は軽減した年間合計額と延長時間ごとに定める次の表２の年間合計額を比較して低

い方の額の合計額を加算する。 

ア 階層区分がＡ又はＢの世帯若しくは所得税法（昭和 22 年法律第 27 号）による寡婦・寡夫控除

が適用されないひとり親家庭で，かつ寡婦・寡夫控除が適用されたものとみなすことによって，

当該年度分（４月分から８月分までの利用料を決定する場合は，前年度分）市町村民税が非課税

となる世帯に属する対象児童について延長保育料の減免を行った場合 

イ 子ども・子育て支援法第 27 条第１項に規定する特定教育・保育施設又は同法第 29 条第１項に

規定する特定地域型保育事業において，同法第 59 条第２号に規定する時間外保育を受けた児童

が，同一世帯から２人以上いたときに，当該世帯の第２子目以降の対象児童について延長保育料

の軽減を行った場合 

 

表３（児童１人当たり減免・軽減加算基準年額）  （単位：円） 

実施類型 減免加算基準額 軽減加算基準額 

１ 時 間 延 長 型 ３６，０００ １８，０００ 

２ 時 間 延 長 型 ６０，０００ ３０，０００ 

３ 時 間 延 長 型 ７２，０００ ３６，０００ 

４時間以上延長型 １３２，０００ ６６，０００ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 延長保育料基準額（延長保育料を徴収している児童１人当たり月額） （単位：円） 

対象児童 延長保育料基準額 

第１子 ３，０００ 

第２子(※3)以降 １，５００ 

※3 対象児童が同一世帯から２人以上いたときの当該世帯の２子目以降の児童をいう。 

 

 


